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北海道旅客鉄道株式会社石勝線清風山信号場構内における鉄道事故に 

係る勧告に基づき講ずべき措置について（実施計画） 

 

 

 

平成 23年 5月 27日に北海道旅客鉄道株式会社石勝線清風山信号場構内で発生し

た鉄道事故の調査について、原因関係者である北海道旅客鉄道株式会社から、当委

員会が行った勧告に基づき講ずべき措置（実施計画）について報告を受けましたの

でお知らせします。（別添） 

この鉄道事故については、平成 25 年 5 月 31 日に鉄道事故調査報告書の公表とと

もに原因関係者に対して勧告を行っていたところです。（参考） 

なお、同社からの報告は、勧告の内容を反映したものとなっています。 

 

 

 

 



別 添
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運輸安全委員会
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代表取締役社長

「北海道旅客鉄道株式会社石勝線清風山信号場構内における列車脱線事故に係る

勧告について」に対する講ずべき措置に関する実施計画書の提出について

標題につきまして、平成２５年５月３１日付、運委参第７４号による列車脱線事故に係

る勧告につきまして、別紙のとおり「講ずべき措置に関する実施計画書」をご報告いたし

ます。
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北海道旅客鉄道株式会社石勝線清風山信号場構内における列車 
脱線事故に係る勧告について 

 
 
 
本事故は、上り特急気第４０１４Ｄ列車の４両目後部の減速機を支える吊り

ピンが脱落したため、本件列車が脱線に至ったものと考えられる。また、同吊

りピンが脱落したことについては、車輪踏面の擦傷、剝離が進行して車輪踏面

の円周形状が不整となり走行時の著大な振動が、同吊りピンを留める溝付き六

角ナットの緩みや脱落に関与したものと考えられる。 
当委員会は、本事故の調査結果を踏まえ、輸送の安全を確保するため、貴社

に対し、運輸安全委員会設置法第２７条第１項の規定に基づき、下記のとおり

勧告する。 
また、同条第２項の規定に基づき、講じた措置についての報告を求める。 
 

                記 

 
貴社は、踏面擦傷、剝離の長さの範囲が使用限度を超えたとして扱うべき車

輪を使用することがないよう、車輪踏面の状況を把握するための適切な検査時

期及び検査手法を確立し、車輪踏面状態の管理を徹底すること。 


